
日 薬 総 発 第 2 号

令和 2 年 4 月 15 日

都 道 府 県 薬 剤 師 会 担 当役 員 殿

日 本 薬 剤 師 会

担 当 副 会 長 田尻 泰 典

セ ーフテ ィ ネ ッ ト保証 5 号の対象業種の追加指定について

平素 よ り 、 本会会務に格別の ご高配 を賜 り 厚 く 御礼 申し上げま す。

令和 2 年 4 月 8 日、 経済産業省 において 、 令和 2 年度第 1 四半期分 （令和

2 年 4 月 10 日か ら令和 2 年 6 月 30 日ま で） のセーフテ ィ ネ ッ ト保証 5 号の

対象業種追加指定について 、 プ レス リ リ ース が行われ ま した。 当該指定にお

いて は、 今般の新型 コ ロ ナ ウィ ルス 感染症の影響 を含む、 業種別 の業況を踏

ま え、 「6033 調剤薬局」 について も 追加指定 され る こ と と な り ま した の

で、 ご連絡 申し上げます。 詳細につき ま して は、 下記 リ ン ク を通 じて 、 経済

産業省ニ ュ ース リ リ ース を ご参照いた だ き ます よ う お願いいた し ます。 セー

フテ ィ ネ ッ ト保証 5 号の利用に当た っ て は、 売上高等の減少について市区町

村長の認定が必要 と な り ますので、 お近 く の市区町村にお問い合わせ く だ さ

い。 なお関係職種 と して 、 「6031 ド ラ ッ グス ト ア」 「6032 医薬品小売業

（調剤薬局を除 く ） 」 は既に指定 されて い る こ と を 申し添えます。

つき ま して は、 会務 ご多用の と こ ろ誠に恐縮ですが、 貴会会員 に ご周知 く

だ さ る よ う お願い 申し上げます。

【セーフテ ィ ネ ッ ト保証 5 号の制度概要】

全国的に業況の悪化 して い る 業種に属す る こ と に よ り 、 経営の安定に支障

を生 じて い る 中小企業者への資金供給の 円滑化 を 図る た め、 信用保証協会が

通常の保証限度額 と は別枠で 80% 保証 を行 う 制度。

0 関連 リ ン ク

【経済産業省ニ ュ ース リ リ ース 】

https://www.meti.go.jp/press/2020/04/20200408003/20200408003.html 

〇 別添

資料 1 「セーフ テ ィ ネ ッ ト保証 5 号の概要」



別添資料① セーフティ ネッ ト 保証5 号の概要

1. 制度概要
O 全国的に業況の悪化している業種に属することにより、経営の安定に支障を生じている中小企業者への資金供給

の円滑化を図るため、信用保証協会が通常の保証限度額とは別枠で80% 保証を行う制度。

（参考 ； 信用保険法第 2 条第 5 頂第 5 号）
その業種 に属 する事 業 について主 要な原 材 料 等の供 給の著 しい減少 、需 要の著 しい減 少 その他 経 済産 業 大 臣が定 める事 由が生 じていることにより当該

事業を行 う 中小 企 業 者の相 当部分 の事 業活動 に著 しい支 障を生 じていると認 められる業種 として経 済産 業 大 臣が指 定するものに属 する事 業を行 う 中小

企 業 者 であり、かつ、当該 事業 に係 る取 引の数量 の減 少その他 経 済産 業 大 臣が定 める事 由が生 じているためその経 営の安 定 に支 障を生 じていると認めら

れること。

2. 対象中小企業者

①指定業種に属する事業を行っており、最近3 か月間の売上高等が前年同期比で5% 以上減少。

※時限的な運用緩和として、 2 月以降直近 3 ヶ月の売上高が算出可能となるまでは、直近の売上高等の減少と

売上高見込みを含む3 ヶ月間の売上高等の減少でも可。

例） 2 月の売上高実績+3 月、4 月の売上高見込み

②指定業種に属する事業を行っており、製品等原価のうち20% 以上を占める原油等の仕入価格が20% 以上上昇

しているにもかかわらず、製品等価格に転嫁できていていない中小企業者。

（売上高等の減少について、市区町村長の認定が必要）

3. 内容 （保証条件）

①対象資金 ：経営安定資金

②保証割合 ：80% 保証

③保証限度額 ： 一般保証とは別枠で2 億 8, 0 0 0 万円

※セーフティネット保証 4 号とは併用可だが、同じ枠になる

【一般保証限度額】
2 億8,000 万円以内
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【別枠保証限度額】
2 億8,000 万円以内
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